
 

 

 

第４７回 

船橋都市計画事業飯山満地区 

土 地 区 画 整 理 審 議 会 

（公開審議用） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和７年１０月２２日（水曜日）午後２時００分 開会 

場 所  飯山満土地区画整理事務所 分室１階 会議室 



議 事（１） 

 

審議会会長及び会長代理の選出について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名前 かな 選出条項等

櫛田　直樹 くしだなおき 権利者

近藤　政行 こんどうまさゆき 権利者

近藤　幸廣 こんどうゆきひろ 権利者

近野　勝広 こんのかつひろ 権利者

林　清人 はやしきよと 権利者

林　孝市 はやしこういち 権利者

三　　栄　 みつはしさかえ 権利者

吉野　崇治 よしのたかはる 権利者

名前 かな 選出条項等

田中　亨 たなか　とおる 学識経験者

松重　達則 まつしげ　たつのり 学識経験者

船橋都市計画事業飯山満地区土地区画整理審議会委員

選挙により選出された委員（８名）

市長が選任した学識経験委員（２名）

𣘺 



議 事（２） 

 

議案第６１号 

評価員の選任について 

（同意事項） 
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提 案 理 由 

 

土地区画整理法第６５条第１項及び船橋都市計画事業飯山満地区土地

区画整理事業施行条例施行規則第６条の規定に基づき、岡部千華の職を

解き、新たに評価員として長嶋香織を選任することについて提案します。 
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評価員について 

 

１．法的位置づけ 

市長は市が施行する土地区画整理事業において、土地または建築物の評価について

経験を有する者３人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなけ

ればならない。（土地区画整理法第６５条第１項） 

 

 

２．人数 

 ３人（船橋都市計画事業飯山満地区土地区画整理事業施行条例施行規則第６条） 

 

 

３．役割 

施行者は、以下のことについて評価員の意見を聞かなければならない。（土地区画

整理法第６５条第３項） 

換地計画において清算金又は 

保留地を定めようとする場合 土地及び土地に存する 

権利の価額の評価 減価補償金を交付しようとする場合 

（当地区は該当しない予定） 

立体換地を定めようとする場合 

（当地区は立体換地を行わない予定） 
建築物の価額の評価 

  

そのほか、次のような事項についても意見を聞いているのが一般的である。 

●土地区画整理事業土地評価基準 

●整理前後の路線価 

●施行前後の土地及び借地権等の存する部分の土地の指数並びに権利価額割合 

●指数１個あたりの価額 

 など 
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関係法令等 

 

土地区画整理法（抜粋） 

第６５条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は市町村が第三条第四項の規 

定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を 

有する者三人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。 

２ 前項の評価員は、非常勤とする。 

３ 都道府県又は市町村は、換地計画において清算金若しくは保留地を定めようと 

する場合又は第百九条第一項の規定により減価補償金を交付しようとする場合に 

おいては、土地及び土地について存する権利の価額並びに第九十三条第一項、 

第二項、第四項又は第五項の規定により定められる建築物の部分の価額を評価し 

なければならないものとし、その評価については、第一項の規定により選任され 

た評価員の意見を聴かなければならない。 

 

船橋都市計画事業飯山満地区土地区画整理事業施行条例（抜粋） 

第８条 保留地の処分価格は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、 

環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた 

価格とする。 

２ 市長は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の 

意見を聴いて前項の価格を変更することができる。 

 

船橋都市計画事業飯山満地区土地区画整理事業施行条例施行規則（抜粋） 

第６条 土地区画整理法第６５条第１項の規定により選任しなければならない評価 

 員の人数は、３人とする。（平成２４規則１６７・一部改正） 

 

第７条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、区画、土質、水利、 

利用状況、環境、固定資産税課税台帳登録価額、相続税財産評価基準等を考慮し、 

評価員の意見を聴いて定める。 

 

第８条 所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権又は所有 

権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た 

額とする。 

２ 前項の権利価額割合は、市長が前条の宅地の価額、賃貸料、位置、地積、区画、 

土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。 

 

選定内規（平成６年１０月２６日付で決裁を得たもの） 

１ 民間の不動産売買の価格動向に熟知している人 

２ 土地を評価する部門に携わり、各種分野で土地評価基準により評価作業を実施

し、かつその評価により行政的処分を行った経験者 

３ 行政上の評価、税務、土地収用等を行うための評価に経験を有する人 

４ 相対的評価の経験を有する人 

５ 土地区画整理事業施行地区内に利害関係のない人
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評価員の選任について 

 

１． 現在委嘱をしている評価員  

【氏名】伊藤 明良 

【委嘱】平成６年１０月２６日から 

【備考】不動産鑑定士 

 

【氏名】石井 好信 

【委嘱】令和５年１１月１５日から 

【備考】船橋市固定資産評価員 

 

 

２． 職を解く評価員  

【氏名】岡部 千華 

【職歴】   自       至 

昭和62年 4月 令和 5年 7月 東京国税局採用、各税務署配置 

令和 5年 7月 令和 7年 7月 市川税務署 評価専門官 

人事異動により所属が変更となったため当事業の評価員としての職を解くこととする。 

 

３．評価員候補者 

【氏名】長嶋 香織 

【職歴】   自       至 

昭和61年 4月 令和 7年 7月 東京国税局採用、各税務署配置 

令和 7年 7月         市川税務署 評価専門官 

人事異動により船橋市を管轄する市川税務署の評価専門官として令和7年7月から着任。 

 

 

 

 

 


